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離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすること
ができます。
サラリーマンなどが加入する厚生年金は、給与などの報酬の額に応じて保険料を納付し、報

酬額の記録に応じて厚生年金が支払われます。
離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる

報酬額の記録が分割されることになり、年金額をお二人で分割できます。

【年金分割の方法】（２種類）
①合意分割
•お二人からの請求により、年金を分割できます。
•年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判手続きによって決定されます。

②３号分割
•サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第３号被保険者であった方からの
請求により、年金を分割できます。

•年金分割の割合は、２分の１ずつとなります。
•平成20年４月以降の第３号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
※第３号被保険者……厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者

で、20歳以上60歳未満の方。

離婚後２年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めにお近くの年金事
務所までご相談ください。

【お問合せ】住民生活課 住民係 担当：宮澤
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村県民税（１期）、固定資産税（２期）、介護保険料（１期）の納期は、

６月３０日(水)です。忘れずに納付しましょう！
※納期ごとの納付が困難な方は、分割による納付も可能です｡
お気軽に住民生活課税務係へご相談ください。

離婚時の年金分割制度のお知らせ


